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お 知 ら せ

計画等を策定

行財政改革2030

i企画政策課企画政策係（☎042-387 
-9826）

公共施設在り方・再編方針

i企画政策課企画政策係（☎042-387 
-9800）

DX推進方針

i企画政策課企画政策係（☎042-316 
-7400）

第7次男女共同参画 
行動計画

i企画政策課男女共同参画室（☎042 
-387-9853）

−◇共　通◇−
■閲覧場所等問合先窓口、情報公開
コーナー（市役所第二庁舎6階）、図

書館本館、市ホームページ

ノー上着・ノーネクタイ 
運動を通年で実施

　省エネルギー対策の推進と働き方
改革の一環として業務効率の向上等
を図るため、市職員のノー上着・ノ
ーネクタイ運動を５月１日より通年
で実施します。
i職員課人事研修係（☎０４２-３８７-
９８０８）

委員選任結果

　公募委員選考基準等により、次の
公募市民の方々を委員に選任しまし
た。

市民協働推進委員会

▷石黒めぐみさん、邦永洋子さん

はけの森美術館運営協議会

▷畑島一代さん、松山真弓さん
−◇共　通◇−

iコミュニティ文化課協働文化係
（☎042-387-9923）

休日・夜間納税窓口を開設

d▷休日納税窓口＝５月１０日㈰、２４
日㈰午前９時～午後１時
▷夜間納税窓口＝５月１１日㈪～１３日
㈬いずれも午後８時まで
b納税課（市役所第二庁舎３階）
※午後５時以降は、東側職員通用口
から入り、エレベーターをご利用く
ださい
u固定資産税・都市計画税、市・都
民税、軽自動車税、法人市民税、国
民健康保険税、介護保険料、後期高
齢者医療保険料の納付や納付相談
※納税証明書の発行および口座振替
申請の受け付けは行っていません
i納税課納税係（☎０４２-３８７-９８２３）

下水道施設の調査 
および清掃を実施

　市内の一部地域の下水道管の調査
と雨水ますの清掃を実施します。
　作業員は市が発行する身分証明書
を携帯し、腕章を着用しています。
ご理解・ご協力をお願いします。
■実施期間５月上旬～令和9年3月
i下水道課工務維持係（☎０４２-３８７-
９８５６）

国民健康保険 
職場の健康保険に加入した 
ときは届け出が必要です

　国民健康保険被保険者が職場の健
康保険に加入したときは、１４日以内
に喪失の届け出が必要になります。
　本人または世帯主の方は、保険年
金課窓口または郵送で、必要書類を
提出してください。
■必要書類▷職場の健康保険の資格
確認書等（郵送の場合は写し）
▷国民健康保険の資格確認書等
i保険年金課国民健康保険係（〒１８４
-８５０４住所不要・市役所第二庁舎２階
☎０４２-３８７-９８３３）

国民年金 
追納制度をご存じですか

　国民年金保険料の全額または一部
免除、学生納付特例制度や猶予制度
の承認を受けた期間のある方は、１０
年以内であれば保険料をさかのぼっ
て納めることができます。
　将来受け取る年金額を増額するた
めにも、追納制度をご利用ください。
i保険年金課国民年金係（☎０４２-３８７
-９８４４）

　協働事業提案制度で応募のあった事業の中から、公開プレゼンテー
ション審査を経て、次のとおり採択事業が決定しました。
iコミュニティ文化課協働文化係（☎０４２-３８７-９９２３）

事業名 団体名
防災植物ガーデンを拠点に美味しく楽しくや
さしく備えよう！ 防災植物こがねい会

みんなでつくる「やさしい多文化防災」 小金井国際支援協会

令和８年度実施提案型協働事業が決定

i企画政策課企画政策係（☎０４２-３８７-９８２６）、土曜・日曜・祝日は市役所代
表（☎０４２-３８３-１１１１）

ご利用ください 5月の休日窓口
開設日時

（午前９時～午後１時） 開設窓口

５月１０日㈰ 市民課
保険年金課国民健康保険係

５月２４日㈰
市民課
保険年金課国民健康保険係
子育て支援課

　4月1日から令和8年度が始ま
り、人事異動等を経て新しい体制で
の市政がスタートしました。今回の
体制における大きなポイントは、災
害等への備えに関することです。具
体的には、防災や防犯、災害発生時
の対応力を強化するため、新たに防
災安全担当部長を設置しました。
　かつて東日本大震災の直後に危機
管理担当部長を設置していました
が、10年ほど前に廃止していまし
た。しかし、災害等への備えに終わ
りはなく、地域の皆様や関係機関と
の連携も欠かせません。また、巧妙
な手口による犯罪も後を絶たず、防

犯への備えも万全にしなければなり
ません。なお、多摩地域の多くの自
治体では、現在も同様の役職が置か
れています。
　私は市長就任当初から、これらの
取り組みの強化が不可欠と感じてき
ました。事業の優先順位の整理や職
員体制等の課題に対し、専門的にマ
ネジメントすることが必要であると
考え、改めて部長職を置くことにし
ました。さらに、専門的なノウハウ
の吸収と連携を強化していくため、
東京消防庁から係長職1人の派遣を
いただき、災害対応部署は実質的に
2人の増員となっています。

　また、かねてからの課題である災
害時のトイレ対策として、クラウド
ファンディングを活用したトイレカ
ーの導入に向けた検討を始めていま
す。このように、行政としての責務
を果たすことはもちろんですが、災
害や犯罪等からまちを守るために、
大規模災害発生時に最も重要となる
のは自助・共助であること、また日
ごろのまちの防犯対策においても地
域コミュニティによる見守りが欠か
せません。引き続き、市民の皆様の
お力添えをいただきながら、地域ぐ
るみで「安全・安心なまち」をめざ
してまいりましょう！

新しい小金井
� をつくる

トビラ
17

　　　　　　　小金井市長

　市民の皆さんの率直なご意見
等を市長にお聞かせください。
d５月３０日㈯午前１０時３０分～正
午
b市民会館・萌え木ホール（商
工会館３階）
t市内在住・在勤・在学の方
s２０人（申込順）
e▷保育有り（１歳以上。３人。
申込順）▷手話通訳有り
m５月１日～２２日に、市申込フ
ォーム、電話または直接、広報
秘書課広聴係（市役所第二庁舎
１階☎０４２-３８７-９８１８）へ

みんなの タウンみんなの タウン
    ミーティングミーティング

ふるさと納税についてテーマ
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